
仙台市優良建設工事表彰に関する要綱 

（令和８年２月１８日 財政局長決裁） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市が発注する工事において、地元建設業者及び技術者の技術力

向上を図り、公共工事の品質確保及び安全管理の徹底、並びに環境への配慮を推進す

ることにより、地元建設業の振興及び地域社会の発展に資することを目的とし、特に

優秀と認められる工事の表彰に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（定義） 

第２条 本要綱において使用する用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）本市発注工事  仙台市長及び仙台市契約規則第１条の２第１項第２号の規定に

より契約事務の委任を受けた各区役所の長が発注した工事をいう。 

（２）共同企業体  次に掲げるいずれかの基準により結成された共同企業体をいう。 

ア 仙台市共同企業体運用基準（平成３年１２月１５日市長決裁）第２条第１項に

より結成された特定共同企業体 

イ 同条第２項により結成された経常共同企業体 

ウ 仙台市復旧・復興建設工事共同企業体運用基準（平成２４年 4 月２０日市長決

裁）第１条に規定する復旧・復興建設工事共同企業体 

（３）対象工事  次のすべての要件を満たす本市発注工事をいう。 

ア 表彰を実施する前年度に完成した工事であること。 

イ 契約金額が１,０００万円以上であること。 

ウ 受注者が県内に本店を有すること。 

エ 共同企業体による場合は、構成員のいずれも県内に本店を有すること。 

（４）技術者  当該工事に配置された現場代理人、主任技術者、又は監理技術者であっ

て、当該会社の代表者以外の者をいう。 

（５）工事評定点  仙台市工事成績評定要領（平成２５年３月１９日財政局長決裁。

以下「評定要領」という。）第７に規定する工事評定点をいう。 

（６）工事担当部署  対象工事を担当する課、公所等をいう。 

（７）表彰部門  工事種別ごとに次のとおり区分する。 

ア 土木工事部門 

(ｱ) 一般土木工事部門 

(ｲ) 舗装工事部門 

(ｳ) 造園工事部門 

(ｴ) 維持管理工事部門（いわゆる「管内もの」と呼ばれる補修工事等） 

イ 建築工事部門 

ウ 電気設備工事部門 

エ 機械設備工事部門 

 



（表彰基準） 

第３条 表彰の対象は、次の各号すべてに該当し、安全管理、安全衛生、環境配慮、地

域対応、技術的創意工夫等において他の工事の模範と認められる取組みを行った特に

優秀と認められる工事（以下、「優良建設工事」という。）とする。 

（１）成績評定要領に基づき受注者に通知された項目別評定点において、細別「工事事

故等による減点」がないこと。 

（２）工事評定点が、次のいずれかに該当すること。 

ア ８５点以上であること。 

イ ８０点以上で、かつ各表彰部門の上位５％以内であること。 

(ｱ) 上位５％以内の範囲は、評価対象工事の総数に０.０５を乗じ、小数点以下を

切り上げて算出する。 

(ｲ) 上位５％の順位において、同一の工事評定点を有する工事が複数ある場合は、

これをすべて表彰対象とする。 

 

（表彰者） 

第４条 表彰者は、優良建設工事を施工した受注者及び技術者とする。 

２ 技術者については、技術力の向上と資格取得を促進する観点から、現場代理人と主任

技術者又は監理技術者が異なるときは、主任技術者又は監理技術者を表彰者とすること

を原則とする。ただし、現場代理人が当該工事の取組みに関し顕著な功績を有すると認

められるときは、この限りではない。 

３ 優良建設工事の受注者が共同企業体である場合は、その構成員全員を表彰者とし、技

術者については、構成員ごとに１名を選考することができる。 

 

（欠格条項） 

第５条 前条に該当する場合であっても、前回表彰が確定した日の翌日から当該表彰が

確定する日までの間に、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としない。

この場合、受注者及び技術者について、いずれも表彰の対象としない。 

（１）受注者が「有資格業者に対する指名停止に関する要綱（昭和６０年１０月２９日

市長決裁）」第２条に基づく指名停止の措置を受けている場合。 

（２）受注者又は技術者が、社会通念上不名誉な行為など表彰にふさわしくないと認め

られる行為を行っている場合。 

２ 共同企業体の構成員が前項の各号のいずれかに該当する場合は、その構成員を表彰の

対象から除く。ただし、他の構成員については表彰の対象とする。 

 

（表彰の審査等） 

第６条 検査課長は、第３条（表彰基準）及び第５条（欠格条項）に基づき、対象工事の

中から表彰の対象となる優良建設工事を抽出し、工事担当部署に提示する。 

２ 工事担当部署は、前項の提示を受けた工事について、優良建設工事に該当する工事で

あることを確認のうえ、表彰候補者の推薦調書を作成し、検査課長に提出する。 

３ 検査課長は、前項の推薦に基づき、表彰候補者を選考委員会に内申する。 



４ 選考委員会は、前項の内申に基づき審査を行い、表彰候補者を決定する。審査は、

電子決裁による書類審査又は会議その他の適切な方法により行う。 

５ 検査課長は、前項により表彰候補者が決定したときは、当該受注者に対し文書によ

り受賞の意思確認を行う。辞退の申出があったときは、当該者を候補者から除外し、

その旨を選考委員会に報告する。この場合、繰り上げ表彰は行わない。 

６ 候補者の決定後、表彰確定までの間に第５条に規定する欠格事由が判明したときは、

検査課長は当該者を候補者から除外し、その旨を選考委員会に報告する。この場合に

おいても、繰り上げ表彰は行わない。 

７ 表彰式において表彰を行い、これをもって表彰を確定する。 

 

（表彰の方法等） 

第７条 表彰者には、表彰式を開催し、表彰状及び記念品を授与する。 

２ やむを得ず表彰式が開催できない場合は、表彰状及び記念品を授与することにより

これに替え、授与日を表彰確定日とする。 

３ 表彰者については、優良建設工事を施工した受注者及び技術者として、本市ホーム

ページ等その他の適切な方法により公表する。 

４ 同一の表彰部門において、同一の受注者が複数の工事で表彰の対象となる場合は、各

工事名を併記のうえ、１件として表彰する。 

５ 前項において、工事ごとに配置された技術者が異なる場合は、それぞれの工事に係る

各技術者を表彰の対象とする。 

６ 同一の表彰部門において、同一の技術者が複数の工事で表彰対象となる場合は、各工

事名を併記のうえ、１件として表彰する。 

７ 複数の部門で表彰対象となった場合でも、記念品の授与は重複して行わず、受注者１

社につき１個、技術者１名につき１個とする。 

 

（選考委員会） 

第８条 選考委員会は、副市長（財政局に属する事務を担任する副市長）、財政局長、都

市整備局長及び建設局長をもって構成する。 

２ 選考委員会に委員長を置き、前項の副市長をもってこれに充てる。 

３ 委員長は、会務を総括し、審査手続を取りまとめるとともに、選考委員会を代表す

る。 

４ 委員長がその職務を遂行できないときは、財政局長がこれを代行する。 

 

（表彰の取り消し） 

第９条 表彰が確定した後においても、第５条（欠格条項）に該当する事実を隠蔽する

などして審査時に把握できなかった事実が判明した場合は、表彰を取り消すことがで

きる。 

２ 前項の規定による表彰の取消しの手続については、第６条（表彰の審査等）の規定

を準用する。この場合において、同条第３項中「前項の推薦に基づき、表彰候補者を」

とあるのは「表彰の取消しを」と、同条第４項中「表彰候補者を決定する」とあるの



は「表彰の取消しを決定する」と読み替える。 

 

（補足） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は財政局長が別に定める。 

 

 

 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から実施し、令和８年度完成工事の表彰から適用する。 

２ 「仙台市優良建設工事表彰要綱（昭和５３年２月１０日  市長決裁）」、「仙台市優良

建設工事表彰基準（平成１８年３月２２日 財政局長決裁）」及び「仙台市優良建設工

事表彰に関する運用(平成１８年３月２２日財政局長決裁)」は、令和７年度完成工事の

表彰をもって廃止する。 

 

 


